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平成２８年１１月７日（月）
講演会 １８：００～１９：００
交流会 １９：００～２０：００
※講演会後の交流会では飲み物や軽食を準備しております。

杉本特許事務所 所長

昭和１６年 兵庫県尼崎市出身
昭和４０年 同志社大学法学部卒業
昭和４７年 弁理士登録
昭和５３年～５５年 ロサンゼルス市立大学留学
昭和６０年 杉本特許事務所 所長就任

（現在、所属弁理士６名）
日本弁理士会副会長、日本弁理士会近畿支部長等を歴任。
平成１５年 黄綬褒章受章
著書「事例でわかる知的財産権ってなぁに？」「商標ブランディ
ング」ほか

日時

ホテルアバローム紀の国３階 孔雀の間
（和歌山市湊通丁北２－１－２） ※交流会は１階リーフで開催。

今回のわかやま産業交流サロンでは、杉本特許事務所 所長 杉本 勝德氏を
お招きしてご講演いただきます。先日、中国で「和歌山」の商標出願があり、県か
ら異議申立てを行う事例がありました（過去の同様の事例では全て異議申立てが
認められています）。特許や商標などの「知的財産権」に関するトラブルは決して
他人ごとではなく、会社の資産として確実に守ることが、今日の企業経営にとって
必須となっています。今回は、知的財産権をめぐる最近の事例について、わかり
やすく解説していただきますので、是非ご参加下さい！！

【お問い合わせ先】
和歌山県 企業振興課 経営支援班 深田
TEL 073-441-2760
FAX 073-424-1199
mail e0610001@pref.wakayama.lg.jp

場所

○定 員：１５０名 ※申込み先着順になります。

○参加費： １,０００円

○主 催：和歌山県経営者協会、和歌山県

○応募方法：裏面申込書に必要事項を記載の上、企業振興課
深田宛 FAXでお申込み下さい。

○申込期限：平成２８年１１月１日（火）

○略歴

すぎもと かつのり

講師




